
育児休業、介護休暇を取得される方へ

育児休業手当金、介護休業手当金の
給付上限日額が変更になりました
令和４年８月１日より育児休業手当金および介護休業手当金の給付に係る給付上限日額は
下図のように変更となりました。※

❷ 育児休業手当金

❶ 対　象

❸ 介護休業手当金

「保険料の基礎となる標準報酬月額」が下記の月額以上となる組合員についての
令和4年8月1日以降の休業期間に係る育児休業手当金および介護休業手当金。

保険料の基礎となる標準報酬月額 給付上限日額
470,000円〔25等級以上〕　（給付率67％の場合） 13,878円

470,000円〔25等級以上〕　（給付率50％の場合） 10,356円

保険料の基礎となる標準報酬月額 給付上限日額
530,000円〔27等級以上〕　（給付率67％の場合） 15,266円

※現在、育児休業手当金および介護休業手当金を受給中の方も、上限額の変更により給付金の受給額が変更となります。

問合せ先 給付貸付課短期給付担当�  03-5320-6827

窓口で支払いをしているのに、なぜ医療費返還請求がされるの？
　医療機関でかかった医療費の総額が１万円だった場合、窓口負担額（３割）は３千円、公立共済負
担額（７割）は７千円となるため、７千円を返還していただきます。病気・ケガの種類、受診回数、被扶
養者数によっては、医療費の総額が高額となり、公立共済への返還金額も高額になることもあります。

具体的にはどのように返還請求がされるの？
　医療費の返還が発生した場合、保険証の回収日から６か月後（目安）に、�
公立共済から所属所を通じて組合員宛てに通知します。

支払った後、どんな手続が必要なの？
　公立共済へ医療費を返還した後、その期間に加入している保険者へ療養費などの請求を行ってく
ださい。なお、保険者によって２年程度の請求時効を設けているため、早めの請求手続が必要です。

毎年約600件の医療費返還請求があります。特に被扶養者の収入超過などにより、遡及し
て資格喪失をしたケースが多くを占めています。中には100万円を超えるような高額な返還
金の事例もあります。（資格喪失要件については、P11をご参照ください。）

医療費の返還について

医療費の返還請求が増えています！

え！こんな高額な
ケースもあるの？

しばらくしてから
通知があるんだね！

問合せ先 給付貸付課短期給付担当�  03-5320-6827
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